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役職 氏名 区分

1 委 員 長 澄川　喜一 学識を有する者

2 副 委 員 長 齊藤　隆雄 団体推薦（清瀬市都市計画審議会）

3 委 員 三井所　清典 学識を有する者

4 委 員 山本　康友 学識を有する者

5 委 員 平倉　直子 学識を有する者

6 委 員 波澄　守 団体推薦（清瀬市社会福祉協議会）

7 委 員 小山　康之 団体推薦（清瀬商工会）

8 委 員 下嶋　一義 一般公募市民

9 委 員 中川　一夫 一般公募市民

10 委 員 林　清 一般公募市民

11 委 員 菊間　英子 一般公募市民

12 委 員 八代田　道子 一般公募市民

※順不同、敬省略

清瀬市新庁舎建設基本計画策定委員会委員名簿
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■ 新庁舎建設基本計画策定委員会 審議経過 

 

会 議 名 開催日 内    容 

第１回 １２月１７日 

・ 委員長・副委員長選任 

・ 会議の運営方法について 

・ 今後の進め方について 

第２回 １月１４日 
・ 上位関連計画等との整合性について 

・ 新庁舎の基本方針の策定について 

第３回 ２月１４日 
・ 市内及び市庁舎見学会の実施 

・ 新庁舎に求められる機能について 

第４回 ３月１１日 ・ 新庁舎に求められる機能について 

第５回 ４月１５日 
・ 「防災拠点となる安全な庁舎」について 

・ 「誰もが安心して利用できる庁舎」について 

第６回 ５月１３日 
・ 「良質な市民サービスを提供できる庁舎」について 

・ 「効率的で使いやすい柔軟な庁舎」について 

第７回 ６月１７日 
・ 「市民とのつながりが広がる庁舎」について 

・ 「清瀬の地域性と環境に配慮した庁舎」について 

臨時会 ６月２７日 ・ 先進地（立川市役所）視察会 

第８回 ７月１５日 

・ 新庁舎の規模について 

・ 敷地概要について 

・ 土地利用・配置計画について 

第９回 ８月１２日 

・ 部門配置及び階層構成計画について 

・ 外観・デザイン計画について 

・ 構造計画について 

・ 設備計画について 

・ 駐車場等の計画について 

・ 施設の運用管理計画について 

第１０回 ９月１６日 
・ 新庁舎建設に向けた事業計画について（事業方式等） 

・ 最終答申に向けた全体の振り返り（第４章まで） 

第１１回 １０月１４日 

・ 新庁舎建設に向けた事業計画について 

  （概算事業費・財源計画、事業スケジュール等） 

・ 最終答申に向けた全体の振り返り（第５章以降） 

第１２回 １１月１１日 
・ 最終答申(案)について 

・ 市民説明会の開催について 

臨時会 １１月１６日 ・ 答申案 市民説明会 
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清瀬市新庁舎建設基本計画策定委員会設置要綱 

平成２５年９月２６日清瀬市訓令第８０号  

 

（設置） 

第１条 清瀬市新庁舎建設基本構想及び基本計画（以下「基本構想等」という。）

の策定にあたり、新庁舎建設に関する各事項について検討及び協議等を行って

素案を作成するため、清瀬市新庁舎建設基本計画策定委員会（以下「委員会」

という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、新庁舎建設に関する各事項について調査、研究、検討及び協

議を行い、基本構想等の素案を作成して市長に報告する。 

（組織） 

第３条 委員会は、１２人以内の委員をもって組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

（１）学識経験を有する者 

（２）市内の公共的団体等の代表者又は構成員 

（３）一般公募による市民 

（４）その他市長が特に必要と認める者 

（委員長等） 

第４条 委員会に市長が指名する委員長及び委員長が指名する副委員長を置く。 

２ 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見を

聴き、かつ資料の提出を求めることができる。 

（設置期間） 

第６条 委員会は、第２条に掲げる報告をもって解散する。 



資料編 

 

 

－4－ 

 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、企画部新庁舎建設室において処理する。 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、市

長が別に定める。 

附 則 

この訓令は、公布の日から施行する。
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■　清瀬市新庁舎建設基本計画（答申書）　基本理念体系図

基本方針 基本理念 基本的機能 個別目標 具体的方策

建物構造等における対策 免震構造等の導入、地震等の災害に備えた建物（非構造部材等の転倒・落

下対策、耐火性能確保、避難動線への配慮など）

大規模地震など災害に強い庁舎の実現

災害時の庁舎機能の維持 非常用電源の確保等、非常時の給水・排水機能の確保、情

報通信機能の確保など
防災拠点となる安全な庁舎

災害対策本部機能の強化 万全な指揮命令機能（災害対策本部室）、24時間対応のため

の仮眠室設置、迅速な庁用者の出庫動線確保など　地震や風水害等による大規模災害時に迅速な災害対策

を行うため、耐震性や自立性を備えたライフラインの確保、

災害対策本部などの防災センターとしての機能を備え、災

害対策拠点となる施設とします。

災害対策・危機管理機能の強化

一時避難・備蓄等の対策 一時避難対応スペースの確保（ロビー、会議室）、備蓄機能

の確保など

安全安心な庁舎づくり
利用者を分かりやすく誘導するデザイン 分かりやすいサイン計画、障害者等への案内誘導の配慮（点

字ブロック、音声案内、磁気誘導ループなど）

ユニバーサルデザインの導入 多様な人の利用を促す環境づくり 授乳室やキッズコーナーの設置、多目的トイレ等の設置など

良質な市民サービスを提供できる庁舎

誰もが安心して利用できる庁舎 安心して移動できる空間の整備 段差や死角のない計画、階段やエレベーターの適切な計画、

利用しやすい駐車場の計画など

　年齢や性別、国籍、障害の有無等に関わらず、誰もが利

用しやすいユニバーサルデザイン の導入や、プライバ

シーに配慮した施設とします。また、多種多様な行政情報

の管理や防犯体制の構築などセキュリティ機能の充実し

た施設とします。

利用者のプライバシーを守る相談窓口 個室の相談室やブースの設置、仕切りのあるカウンターの設

置など
プライバシー配慮・施設及び情報管理の強化

セキュリティ・防犯対策 施設・情報のセキュリティ確保（ＩＣカード認証等）、防犯への

配慮（防犯カメラ、セキュリティシステムの導入）など

総合案内機能の充実・分かりやすい窓口 総合案内の設置、フロアマネージャーの配置、窓口名称の工

夫など分かりやすさへの配慮など
分かりやすく快適な窓口環境の実現

利便性に配慮した受付・待合環境 窓口部門の集約配置・待ち時間の短縮、着座対面式受付カ

ウンターの設置、快適な待合空間の創出など

市民サービス向上に配慮した執務空間の構成 来庁者が利用しやすい部門配置、庁内連携を考慮した部門配

置など　手続きの負担の軽減を図り、待ち時間の短縮や快適な

待合空間を提供するなど、ハード・ソフト両面から、良質な

市民サービスを提供できる庁舎を目指します。
機能的で働きやすい執務環境の実現

業務に応じた関係諸室の機能的な配置 執務室の機能的なレイアウト、利用人数等に応じた会議室の

設置、適切な保管スペース・更衣室の設置など
使いやすい効率的な庁舎づくり

多様な使い方が可能な施設計画 間仕切変更のしやすいオープンフロア、臨時窓口等に使用で

きる多機能な空間など
フレキシビリティ（柔軟性）の確保

維持管理等に配慮した施設計画 メンテナンスや将来の更新への配慮、清掃のしやすさへの配

慮など
効率的で使いやすい柔軟な庁舎

情報システム・ネットワークの構築 行政事務支援システム・庁内ＬＡＮの整備、庶務管理システム

の整備、サーバー室の設置など　利便性に配慮した部門配置による業務の効率化を推進

し、将来の社会需要の変化に伴う組織改編や、高度情報

化、設備更新などに柔軟に対応できる庁舎を目指します。
ＩＣＴ（情報通信技術）の積極的な活用

庁舎管理システムの構築 ＢＥＭＳ（ベムス：設備機器等エネルギー監理システム）の導

入検討など

多目的に利用できる交流空間の設置 市民交流スペース（多目的な空間）の設置、市の紹介コー

ナーの検討など
市民交流・市民利便機能の充実

各種市民利便スペースの設置 飲食スペース等の設置、ＡＴＭコーナー等の設置、休憩コー

ナーの設置など
市民とのつながりが広がる庁舎

市民に開かれた議場等の構成 議場のＩＣＴ化、議会関連諸室の機能的な配置、議会情報コーナーの設置、

議場内親子席の設置、フラット方式の検討など　市民交流や、市民協働・市民参画を進める場、地域の魅

力を享受できる空間を整備し、市役所の手続き以外でも利

用でき、市民に親しまれる庁舎を目指します。
開かれた議会・市政に参加しやすい庁舎の実現

市民参画や協働を促進するための工夫 情報コーナーの充実、市民協働ルームの設置など

誇りと愛着を持てる庁舎づくり

周辺環境に配慮した緑豊かな外部空間の創造 清瀬の緑を象徴する屋外空間、安全で快適なアクセス空間、

地域性に応じた植栽計画など
清瀬らしい緑豊かな環境づくりと景観形成

庁舎建物としてふさわしいデザイン 機能美が現れるシンプルなデザイン、内装の木質化など親し

みやすいデザインなど
清瀬の地域性と環境に配慮した庁舎

再生可能エネルギー・資源の有効活用 再生可能エネルギー（太陽光、風・雨水・井水利用、）の積極

的な利用など　積極的な緑化など、緑の創出を牽引する立場として清瀬

らしさをアピールできる庁舎とし、省エネルギー技術や再

生可能エネルギーを積極的に取り入れ、環境に配慮した

施設とします。

省エネルギー技術等の積極的な活用

省エネルギー技術の導入・負荷の低減 高効率照明や管理システムの導入、断熱性向上、日射抑制

など  


